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Ⅰ 多賀城市教育委員会の点検・評価 

 １ 教育委員会の点検・評価 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が平成１９年６月に一部改正

され、平成２０年度から教育委員会が教育行政事務の管理及び執行状況につい

て点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとと

もに、公表することが義務付けられました。 

このことから、前年度実施した事業のうち、主要な事業について点検・評価

を実施し、教育行政に関する学識経験者の意見を付した報告書をとりまとめま

した。 

なお、点検・評価は「第六次多賀城市総合計画」及び「多賀城市教育振興基

本計画」の体系に沿って、実施しています。 

 ■地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）■ 

  （教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により

教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定に

より事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況

について点検及び評価を行い、結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出

するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験

を有する者の知見の活用を図るものとする。 

（平成２７年４月１日施行） 

   

２ 令和６年度の点検・評価実施内容 

(1) 教育委員会 

令和６年度の開催状況及び審議状況並びに研修会等出席状況についてとり

まとめ、点検・評価として実施しました。 

(2) 学識経験者の意見活用 

令和６年度に実施した点検・評価においては、学識経験者２名の方から意

見をいただきました。この意見を受け、令和７年３月時点における各事務事

業の検証を実施し、業務改善に活用しました。 

  (3) 多賀城市まちづくり報告書の点検・評価 

    教育分野の施策及び基本事業における成果指標の推移を踏まえた成果状況

等について、点検・評価を実施しました。 

(4) 事務事業の点検・評価 

令和６年度に実施した事業のうち、主要事業１７事業について点検・評価

を実施しました。 
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Ⅱ 令和６年度の点検・評価 

 １ 教育委員会 

  (1) 多賀城市教育委員会委員 

    教育委員会は、教育長及び４名の教育委員による合議制の執行機関です。 

（令和６年度末現在）   

職   名 氏   名 備   考 

教   育   長 麻 生 川  敦 令和４年 10 月 1 日再任 

教育長職務代理者 小 野 聡 子 令和３年 10 月 1 日新任 

 

教  育  委  員 

 

髙 田  彩 令和４年 10 月 1 日新任                      

大 井  知 教 令和５年 10 月 1 日新任 

星山 純一郎 令和７年１月 1 日新任 

 

  (2) 教育委員会の開催状況 

       令和６年度は、定例会及び臨時会を計１５回開催しました。 

 会 議 名 開催年月日 審議等件数 

1 令 和 6 年 第 ４ 回 定 例 会 令 和 ６ 年 ４ 月 ２ ４ 日 ６件 

2 令 和 6 年 第 ５ 回 定 例 会 令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ２ 日 ３件  

3 令 和 6 年 第 ６ 回 定 例 会 令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ７ 日 ５件 

4 令 和 6 年 第 ２ 回 臨 時 会 令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日 １件 

5 令 和 6 年 第 ７ 回 定 例 会 令 和 ６ 年 7 月 ２ ４ 日 ２件 

6 令 和 6 年 第 ８ 回 定 例 会 令 和 ６ 年 ８ 月 ２ ８ 日 １件 

7 令 和 6 年 第 ９ 回 定 例 会 令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ５ 日 １件 

8 令和 6 年第１０回定例会 令和６年１０月２３日 ２件 

9 令和 6 年第１１回定例会 令和６年１１月２７日 １件 

10 令和 6 年第１２回定例会 令和６年１２月２５日 ４件 

11 令 和 ７ 年 第 １ 回 臨 時 会 令和７年 １月 ６日 １件 

12 令 和 ７ 年 第 １ 回 定 例 会 令 和 ７ 年 １ 月 ２ ６ 日 ４件 

13 令 和 ７ 年 第 ２ 回 臨 時 会 令 和 ７ 年 ２ 月 １ ２ 日 １件 

14 令 和 ７ 年 第 ２ 回 定 例 会 令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ６ 日 ４件 

15 令 和 ７ 年 第 ３ 回 定 例 会 令 和 ７ 年 ３ 月 １ ９ 日 ４件 
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(3) 教育委員会の審議状況 

令和６年度は、議案２２件、臨時代理事務報告１６件、報告２件、計４０

件を審議しました。 

会 議 名 審  議  内  容 

令和６年 

第４回定例会 

・臨時代理事務報告第５号 

  多賀城市いじめ問題専門委員会委員の人事について 

・臨時代理事務報告第６号 

  多賀城市学校給食センター運営審議会委員の人事について 

・臨時代理事務報告第７号 

多賀城市社会教育委員の人事について 

・臨時代理事務報告第８号 

  多賀城市立図書館運営審議会委員の人事について 

・臨時代理事務報告第９号 

  多賀城市スポーツ推進審議会委員の人事について 

・議案第７号 

  多賀城市いじめ問題専門委員会委員の人事について 

令和６年 

第５回定例会 

・議案第８号 

多賀城市社会教育委員の人事について 

・議案第９号 

多賀城市立図書館運営審議会委員の人事について 

・議案第１０号 

多賀城市スポーツ推進審議会委員の人事について 

令和６年 

第６回定例会 

・臨時代理事務報告第１０号 

臨時代理の報告について（令和６年度多賀城市一般会計補正

予算（第２号）に対する意見） 

・臨時代理事務報告第１１号 

臨時代理の報告について（議会の議決を経るべき事件の議案

の作成に係る意見について（工事請負契約の締結）） 

・議案第１１号 

多賀城市学校給食センター運営審議会委員の人事について 

・議案第１２号 

多賀城市文化財保護委員会委員の人事について 
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・議案第１３号 

令和７年度多賀城市立小・中学校使用教科用図書の採択基準

について 

令和６年 

第２回臨時会 

・議案第１４号 

令和７年度使用教科用図書の採択について 

令和６年 

第７回定例会 

・議案第１５号 

令和７年度使用教科用図書の採択について 

・議案第１６号 

指定管理者の候補者の選定方法について 

令和６年 

第８回定例会 

・臨時代理事務報告第１２号 

臨時代理の報告について（議会の議決を経るべき事件の議案

の作成に係る意見について（工事請負変更契約）） 

令和６年 

第９回定例会 

・臨時代理事務報告第１３号 

臨時代理の報告について（令和６年度多賀城市一般会計補正

予算（第４号）に対する意見） 

令和６年 

第10回定例会 

・報告第１号 

  令和５年度多賀城市一般会計決算の概要について 

・議案第１７号 

  指定管理者の候補者について（市立図書館） 

令和６年 

第11回定例会 

・臨時代理事務報告第１４号 

  臨時代理の報告について（議会の議決を経るべき事件の議案

の作成に係る意見について（専決処分の報告、指定管理者の指定、

工事請負変更契約の締結）） 

令和６年 

第12回定例会 

・臨時代理報告第１５号 

臨時代理の報告について（令和６年度多賀城市一般会計補正

予算（第６号）に対する意見） 

・臨時代理報告第１６号 

臨時代理の報告について（令和６年度多賀城市一般会計補正

予算（第７号）に対する意見） 

・議案第１８号 

  多賀城市指定文化財の指定の解除について 

・議案第１９号 

  令和６年度多賀城市教育功績者等表彰について 
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令和７年 

第１回臨時会 

・報告第１号 

  教育長職務代理者の指名について 

令和７年 

第１回定例会 

・臨時代理事務報告第１号 

臨時代理の報告について（令和４年度特別史跡多賀城南門周

辺地形修復・築地塀復元工事） 

・臨時代理事務報告第２号 

臨時代理の報告について（多賀城跡ガイダンス施設条例） 

・議案第１号 

  令和４年度多賀城市教育委員会点検及び評価の結果に関す

る報告書について 

・議案第２号 

  学校給食費の改定について 

令和７年 

第２回臨時会 

・議案第３号 

  県費負担教職員の任免等の内申について 

令和７年 

第２回定例会 

 

・臨時代理事務報告第３号 

  臨時代理の報告について（令和６年度多賀城市 

 一般会計補正予算（第８号）に対する意見） 

・臨時代理事務報告第４号 

  臨時代理の報告について（令和７年度多賀城市 

 一般会計予算に対する意見） 

・議案第４号 

令和７年度多賀城市教育基本方針及び教育重点目標について 

・議案第５号 

  令和６年度多賀城市教育功績者等表彰（追加）について 

令和７年 

第３回定例会 

・議案第６号 

職員の人事について 

・議案第７号 

多賀城跡ガイダンス施設条例施行規則について 

・議案第８号 

  多賀城市教育委員会規則の一部を改正する規則について 

・議案第９号 

多賀城市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令につ

いて 
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 (4) 研修会等出席状況           

     令和６年度は、教育長、委員が５回の研修会等に出席しました。 

月 日 研 修 会 等 名 称 開催地 

令和６年  

４月 18 日 
東北都市教育長協議会総・研修会 大崎市 

令和６年  

４月 22 日 
宮城県都市教育長協議会総会・研修会 仙台市 

令和６年 

 ６月６日 
仙台管内教育委員会協議会総会・研修会 多賀城市 

令和６年  

８月２日 
市町村教育委員会研究協議会 仙台市 

令和７年 

 １月 21 日 
宮城県市町村教育委員・教育長研修会 仙台市 
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２ 学識経験者の意見活用 

令和６年度に報告した「令和５年度点検・評価報告書」において、学識経験

者２名の方からいただいた意見を受け、本市教育委員会は各事務事業を検証

し、今回の業務改善に活用しました。 

 

令和５年度多賀城市教育委員会点検・評価報告時の学識経験者 

元多賀城市立高崎中学校長  横橋 健 氏 

元多賀城市立山王小学校長  當麻 哲 氏 
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政策３　歴史・文化を継承し豊かな心を育むまち

施策１　学校・家庭・地域の連携による教育力の向上
学識経験者の意見 検証（現状、今後の方針）

「地域学校共同活動実施回数」が順調に増加し、令和５年度には令和３年度のほぼ４．５倍に
なっているのは大変素晴らしいと思う。地域のボランティアが学校に関わることで児童生徒への
きめ細かな指導が期待でき、地域の方を児童生徒が知ることで、児童生徒が地域の活動に参加し
ようとする心を育て、子どもたちの学びを支える地域社会が形成されてきていると感じている。
しかしながら、市民アンケートの結果を見ると、このような取り組みが多くの市民に知られてい
ないでのはないかと思う。今後この取り組みの市民への啓発が求められる。
　知識や経験を地域住民から学ぶことができている児童生徒の割合が横ばいという評価である
が、緩やかにではあるが上昇してきていると思われる。特に小学生では、基準値に達しており、
今後さらに上昇していくことが期待できる。また、中学生でも今後基準値をクリアすることが期
待できる。

少子高齢化や核家族化の進行により地域社会のつながりの希薄化や、社会規範や社会的マナー、
道徳心など地域で子どもを育むべき地域教育力の低下が危惧されている。また、児童虐待や貧困
といった家庭環境の問題、学校ではいじめや不登校をはじめとして、抱える課題も複雑化・多様
化している。このような現状を踏まえて、学校・家庭・地域の連携・協働の強化を図り、社会全
体で子どもを守り育てる環境をつくり、教育力を向上させていくことはとても重要な施策である
と考える。
令和５年度のまちづくり報告書の結果では、学校・家庭・地域の連携による教育力向上について
は市民の評価は下がっている。新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、取組の停滞が長期
化した影響から向上に至っていないとされているが、地域学校協働活動をはじめ、学校支援活動
や地域教育力向上事業等を計画的に進めてきており、引き続き目標が達成できるよう事業を推進
していくことを期待したい。また、児童生徒は、教育連携事業を学校だけでは得られない知識や
経験を地域住民から学ぶことができていると評価しており、着実に子どもたちの学びにつながっ
ていると考えられる。
青少年育成活動事業として、小学校の空き教室などを活用して子どもに体験の場を提供する「放
課後子ども教室」や、授業などを支援する「学校支援活動」を増やしたことで参加人数が大幅に
増加していることは喜ばしいことである。
今後は、学校を核とした地域づくりを支援する「地域学校協働本部」と学校運営に地域の声を積
極的に生かし、地域と共にある学校づくりを進める「学校運営協議会」が両輪となって、学校と
地域との連携・協働を推進いくことを期待したい。

施策２　学校教育の充実
学識経験者の意見 検証（現状、今後の方針）

「学校が楽しいと感じる児童生徒の割合」と「授業がわかると答える児童生徒の割合」が見事に
相関している。学校生活のほとんどの時間を占める授業において、達成感を持ち、わかったと感
じることが学校生活の中で大変重要である事がわかる。授業のICT化により「個の学び」と「グ
ループ活動」とが効果的に行われることができ、以前とは違った学びが創造できる可能性があ
る。学校と授業のICT化に専門業者の活用と教職員の育成を導入しているのは大変素晴らしい。
　一方、不登校児童生徒の出現率は増加している。不登校の要因には様々なものが考えられ、な
かなか未然に防止するのは難しい。しかしながら、多賀城市ではSCやSSWの活用、支援教室や心の
ケアハウスなど様々な手立てで支援しており、令和5年度には、４割近くの不登校の児童生徒が再
登校している。不登校の未然防止のためにSCやSSWの活用、さらに不登校になっても様々な支援が
あることを保護者に知らせ、できるだけ早い時期に相談をすることの大切さと積極的に相談する
ような体制を構築していただきたい。

学校ICT整備事業が着実に進められ、児童生徒一人１台のタブレット端末を活用して学習できるよ
うになったことは、分かる授業・充実した授業が展開され、情報活用能力を身に付け、学習意欲
を高めるとともに学力の向上につながるものと期待したい。そのためにも、市内すべての学校で
積極的にICTを活用して、学校間格差が出ないようにしてほしい。端末を有効活用して充実した授
業が展開できるようにするためには、指導者の育成や教職員の指導力向上に向けた研修を充実さ
せることは必要不可欠である。その対策として、専門知識を有する教職員を育成していることや
ICT支援員を各校に配置していることは大変有効である。
「学校が楽しい」と答えた児童・生徒が、8７％と高い割合であることは喜ばしいことだが、勉強
が難しいと感じている割合は学年が上がるに従い増える傾向にあることは課題である。どうして
も一斉指導の授業だけでは理解できずにつまずいたままの児童生徒が出てきてしまう。文部科学
省の指針や宮城県の教育の重点では、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に取り入
れて充実させていくが今後、実現すべき学びと示している。ICTを効果的に活用しながら児童生徒
一人一人が主体的・対話的で深い学びとなるような授業改善を進めていってほしい。
市内小中学校の不登校の割合は増加傾向にある。学校生活や家庭生活での悩みや不安、スマホ・
ゲーム依存、他にもさまざまな要因が考えられるが、学校内における児童生徒への相談支援の充
実と学校・家庭・関係機関とが連携して「どこにいても誰かとつながっている」教育相談体制の
充実を図っていくことが必要と考える。心のケア事業として、学び支援教室、スクールソーシャ
ルワーカー、スクールカウンセラー、子どもの心のケアハウス等が密接に連携して支援対策を施
してきたことで、再登校率は上がってきていることは個々への丁寧な対応が成果として表れてい
るものと評価できる。いじめや問題行動についても、未然防止と早期対応に向けた教育相談体制
を充実し、学校・家庭・関係機関が連携して、いじめ防止に協働で取り組んでいってほしい。

　学校ＩＣＴ整備事業については、端末を活用した学習時
間も年々増加していることから、ＮｅｘｔＧＩＧＡに向け
た環境整備を計画的に推進します。また、教職員のＩＣＴ
を活用した指導力向上を図るため、ＩＣＴ支援員の継続配
置や研修を充実させ、学校間格差のない環境づくりを進め
てまいります。

　本市では、県指定の「学び支援教育等支援事業」を受
け、学校内に別室を設置しています。教室に入ることがで
きない児童生徒の居場所として、市内の小学校・中学校そ
れぞれ２校に配置しています。別室には専任教員を配置
し、居場所としての機能に加え、学習支援の充実も図って
います。
　また、いつでも、どこでも学習支援を受けられる体制を
整えるため、令和６年度から「ｍａｎａｃｏ（マナコ）」
と連携しております。教員免許取得予定の大学生が、オン
ラインによる学習支援のほか、日常的な悩みや困りごとに
関する相談対応を行うこととしています。
　このほか、本年度当初には、保護者や児童生徒のニーズ
に応じた支援や相談を受けられるよう、相談先を一覧にま
とめたリーフレットを作成し、市内全児童生徒の保護者に
配布しました。こうした相談窓口の周知を進めることで、
年々ケアハウスの利用者は増加しています。
　専門指導員は、市内の全小・中学校を定期的に訪問し、
不登校のみならず、発達面や生徒指導上の課題を抱える児
童生徒の状況を把握しています。その中で、ケアハウスと
連携し、アウトリーチ支援による課題解決が見込まれる児
童生徒については、事業者と積極的に情報共有を行ってい
ます。
　また、必要に応じて、市が任用しているスクールソー
シャルワーカーをケアハウスに派遣し、利用している児童
生徒への自立支援の在り方や、保護者への相談支援に関す
る専門的な助言を行う機会を設けています。
　さらに、宮城県から配置されているスクールカウンセ
ラーについても、配置期間は限られていますが、児童生徒
や保護者に加え、事業者スタッフも相談できる体制となっ
ています。

　本市では、学校・家庭・地域の連携による教育力の向上
への取組として、地域学校協働本部を中心として、放課後
子ども教室、学校支援活動、防災キャンプ、家庭教育支援
といった協働教育の事業を実施しています。

　放課後子ども教室では市内小学校全校で児童の安全・安
心な居場所づくりを、学校支援では地域住民が学校教育に
参画して共に児童・生徒を育てる取組を、防災キャンプで
は児童を対象として宿泊を伴う防災学習を行っており、こ
れらの事業を、地域住民・地元企業・高校生等を加えて推
進することで、児童生徒が多くの学びを得ることができる
学校・家庭・地域が一体となった教育の実現に向けた事業
を行っています。

　令和６年度は、市内全校に学校運営協議会を設置しまし
た。
　御意見としていただいた「市民アンケートの結果から、
地域学校協働活動の取組が多くの市民に知られていないた
め、今後、啓発が求められる。」ことについては、学校運
営協議会において、地域住民の意見を学校運営に取り入れ
ることに加えて、学校の活動を広く地域に認知してもらう
仕組みを構築することができたため、地域学校協働活動の
啓発を、引き続き推進していきたいと考えています。
　また、「地域教育力の低下、児童生徒が抱える課題の複
雑化・多様化に対して、社会全体で子どもを守り育てる環
境をつくり、教育力を向上させていくことは重要な施策で
ある。」という御意見については、多様な主体が教育に参
画することで、子どもが抱える課題に様々な角度からアプ
ローチしていく仕組みを推進していきたいと考えていま
す。
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施策３　生涯学習の推進向上
学識経験者の意見 検証（現状、今後の方針）

学習機会に満足している市民の割合が９割近い。これまで感染に気をつけながらも講座等を開設
してきていたことが実を結んだと思われる。
　文化センターの改修工事が終了し、様々な文化芸術のイベントが開催されたことにより、文化
芸術の直接鑑賞をしている市民の割合がコロナ以前より大きく増えている。今後ますます向上し
ていくことが期待される。
　一方、生涯学習施設を利用している方がやや減少しているが、一部施設が４ヶ月閉館したこと
を考慮すると、約８ヶ月での評価とも考えられる。次年度以降、より向上していくことが期待さ
れるのではないか。
　昨年に引き続き、市民図書館の市民への貸し出し数が減少してきていることに対しての取り組
みに期待したい。

新型コロナウィルス感染症の影響もほとんどなくなり、公民館などでの講座や教室、サークル活
動のほかインターネットなど多様な方法で学ぶことができる環境が整ってきたこと、さらに、文
化芸術活動の機会が増加したことにより、利用者が増加に転じたことは大変喜ばしいことであ
る。また、文化センターの大規模改修工事が終了したことにより、文化芸術に関するイベントな
どが多く開催されるようになったことで利用者が増えてきた。今後も、市民の誇りの拠り所であ
るとともに多賀城らしい魅力の発進拠点としてさまざまなイベントの開催を期待したい。
生涯学習を推進していくために魅力的な事業を展開し、学び続けることのできる機会の場、文化
芸術の振興の場として、市民へのサービス向上を目指して事業を進めてほしい。

施策４　市民スポーツ社会の推進の向上
学識経験者の意見 検証（現状、今後の方針）

スポーツの機会に満足している市民の割合が80％以上で、スポーツ等の教室・大会の参加者数が
基準年のおおよそ1．7倍と大きく伸びている。新型コロナウイルスの感染が拡大していたころに
は個人で取り組む運動に取り組む市民が増え、それが一段落した現在、チームで行うスポーツへ
の参加が増えていると考えられる。大会等も活発に開催されるのになったことが窺える。
　しかしながら、施設の利用者の人数が思うように伸びていない。ひとつの要因としては、体育
施設の老朽化もあるのではないかと思われる。他の市町の新しい体育館に比べ、古く、暗い印象
を持ってしまう。改修の時期に来ていると思われ、市民の声を聞きながら計画を立てていただき
たい。

新型コロナウィルス感染症が５類感染症に移行したことに伴い、ウォーキングやランニングなど
個人で運動を行う人やスポーツ施設で集団での運動する人が増えてきている。また、社会体育事
業やスポーツ団体の活動が活発に開催されるようになり、市民の参加する機会が増えたことで参
加者が大幅に増加している。市民がスポーツに親しむことができる環境を提供することは、心身
の健康の保持・増進を促し、生涯に渡ってスポーツに親しみ、人と人との交流にもつながること
である。今後も多様なスポーツ事業を展開するなどして施設の利用促進を図ってほしい。

 令和６年度の文化センター（市民会館）については、新
型コロナウイルス感染症の影響がほとんどなくなったこと
や、多賀城創建１３００年事業等の催事が多く開催された
ことで、市内外や県外からも多くの方においでいただき、
直接文化芸術に触れる機会が増えました。

 また、令和５年７月までの大規模改修等により利用離れ
が起きていましたが、指定管理者による新規利用者獲得に
向けた企業や団体へのアプローチが功を奏し、市民会館主
催事業数も増加となり、館全体の利用者数は回復傾向とな
りました。
 
 市内３館の公民館では、各公民館ともに令和６年度は前
年度と比較して主催事業を増やしたことで参加人数も増加
しました。
 現在は、インターネット利用も含め、生涯学習の機会が
提供される環境が整ってきており自宅での学習も可能に
なっていますが、公民館ならではの地域性や、地域に根差
した特性を生かして市民団体や地域の方と連携しながら学
びの場や機会の提供を行い、引き続き魅力ある事業を展開
していきます。
 
　市立図書館では、生後３か月の乳幼児と保護者が対象と
なる「ブックスタート事業」や子どもを対象とした「おは
なし会」、成人を対象とした「本のソムリエ」など数多く
の事業を実施しており、全世代が本に親しみを持ち、触れ
合うことができるような読書環境の充実につなげています
が、令和４年度以降図書貸出し数は毎年微減となっている
ため、今後も継続して魅力ある事業を提供することで図書
館に足を運ぶきっかけをつくり、図書の貸出へとつなげて
いきます。

　本市では、社会体育施設を特定非営利活動法人多賀城市
民スポーツクラブが指定管理制度によって管理し、スポー
ツ推進や健康増進などに向けた社会体育事業を実施してい
ます。

　令和６年度は、社会体育事業において、多賀城創建1300
年を記念してスイーツウォーキングで参加定員数を増加さ
せたほか、トレンドを取り入れたパルクール競技を新たに
実施し、市民がスポーツを楽しむ機会の創出に努めまし
た。

　一方、コロナ禍により、野球やサッカーといったチーム
スポーツに親しむ市民が減少するなど、スポーツのあり方
は変化しています。

　文部科学省では、スポーツ立国戦略のなかで「人（する
人、観る人、支える（育てる）人）の重視」「連携・協働
の推進」を基本的な考え方としており、スポーツに対する
様々なニーズへの対応、スポーツを媒体とした民間事業者
等との連携協働を行うことにより、市民が広くスポーツに
親しむことができる環境の推進を図ります。

　御意見としていただいた「体育施設の老朽化」について
は、本市の中央部に総合体育館、市民プール、学校プール
の機能を持つ施設を移転合築する方向性が示されましたの
で、市民の声を聞きながら、愛される体育施設の実現に向
けた検討を進めていきます。
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施策５　文化財の保護と活用
学識経験者の意見 検証（現状、今後の方針）

多賀城市にとって、多賀城の歴史と文化財は大変貴重な遺産である。その保護と継承には大きな
責任を伴っており、市教委の文化財課を中心とした取り組みには敬意を表したい。
　多賀城跡復元事業の進捗に伴い市民の多賀城への関心の高まりが市の歴史、文化を身近に感じ
ている市民の割合が大きく向上している。また、多賀城創建1300年に向けた企画展の開催などの
取り組みが行われ、順調であることは喜ばしいことである。令和6年度の南門の完成と多賀城創建
1300年にかかるイベントに期待したい、

　多賀城の歴史・文化財は、令和6年3月の多賀城碑国宝指
定と市内遺跡出土文字資料の重要文化財指定の答申や、令
和6年度に多賀城創建1300年を迎えることを機に、市民の
関心が着実に高まっており、地域の歴史・文化を身近に感
じる市民が増加している。埋蔵文化財調査センターでは、
この機を捉え、多賀城碑の国宝指定を記念した展示及び講
演会や、「重要文化財指定の文字たち－多賀城関連遺跡群
出土漆紙文書・木簡－」と題した速報展のほか、令和3年
度から実施している多賀城創建1300年に向けた連続企画の
集大成となる第４弾企画展「古代都市多賀城」を開催し、
前年度比約1.4倍となる多くの方に足を運んでいただい
た。
　今後はこの盛り上がりが一過性で終わることのないよ
う、各展示会や体験イベントを通して多賀城市の歴史や文
化をより多くの市民に知っていただき、悠久の浪漫を身近
に感じられるように取り組んでいきたい。

市民アンケートの結果から市の歴史と文化を身近に感じていると高く評価されている。これは、
特別史跡多賀城跡復元整備事業が順調に進めてきていることと、広報活動や普及啓発活動も積極
的に行われているからではないかと考える。現在、復元された南門を含め特別史跡周辺一帯を多
賀城跡として事業計画に沿って整備し、令和６年には、多賀城創建１３００年で記念式典、並び
に復元した南門を一般公開まで計画的に進めていることはすばらしいことである。今後は、復元
した南門を含めた特別史跡周辺の整備と一体となった活用策を検討し、より多くの方々に多賀城
のすばらしさを知っていただくとともに歴史を活かした多賀城のまちづくりにつなげていくこと
を期待したい。
　今後も多賀城の歴史・文化・まちについて学ぶ機会を増やし、市の文化財を次世代に継承して
いくことの大切さを市民に理解していただくような取り組みや、郷土愛を育む教育をさらに推進
してほしい。

　南門を含めた特別史跡周辺一帯の整備を、令和６年１１
月に多賀城創建1300年記念式典、令和７年４月には一般公
開に向けて進めている。令和元年の現地工事着手依頼、長
年の取組が順調に形となって表れつつあり、市民をはじめ
来訪者からも大きな期待を寄せられている。
また、特別史跡の整備進展は、教育面においても本市固有
の歴史・文化を学び、多賀城を語れるこのとできる児童生
徒の育成を目指す本市にあっては、文化財の継承や郷土愛
に結び付ける教育活動の一助となるものと考えている。今
後は歴史的景観の保全と来訪者の利便性向上を図り、整備
済区域と活用施策を有機的に結び付け、歴史の魅力を体験
的に理解できる仕組みづくりを進めていく。また、多賀城
創建1300年事業で高まっている機運を継続・発展させるた
め、広報やイベントを展開し、文化観光の活性化につなげ
ていく。加えて、学校教育や社会教育を通じ、本市固有の
歴史・文化について学ぶ機会をさらに充実させ、文化財を
次世代に継承していく重要性について、市民が主体的に関
わることができる講座や体験活動などを拡充し、郷土愛を
育む取り組みを一層推進する。今後は、整備・活用・教
育・広報を有機的に展開し、多賀城の価値をより多くの
人々に届けるとともに、市民と協力し歴史文化の継承に取
り組む体制を強化していきたい。

総括的意見
学識経験者の意見 検証（現状、今後の方針）

令和５年度も、教育文化の５つの施策について、前年度までの評価結果を踏まえて事業計画に
沿って着実に事業展開いただいたことに感謝するとともに敬意を表したい。これまでは、新型コ
ロナウィルス感染症拡大が事業の進捗に大きく影響していたが、今後は、各施策についてさまざ
まな視点から総合的に捉えて評価し、各施策の目指す姿（目標）が達成できるようさらなる事業
の推進に期待したい。

コロナの影響で十分な活動ができなかった事業も通常に
戻っております。
目まぐるしく変化する教育環境を取り巻く社会の動向等を
踏まえ、第２期教育振興計画に掲げる施策の実現に向け事
業を推進してまいります。

令和5年の多賀城市の取り組みは、どの分野においても、例年にも増して良かったように思われ
る。一つ一つの施策が充実しており、市民の方々もコロナ以前のような活動に戻りつつあるよう
に思われる。次年度以降も継続して取り組んでいただきたい。
　また、多賀城創建1300年に向けての取り組みも順調に進んでいるようで喜ばしい。これを契機
に宮城県内外への広報活動を通して、多賀城へのたくさんの方からの関心が集まることが期待さ
れる。その関心を一時的なものではなく、長く続いていくようなものに発展できるような企画に
期待したい。
　また、学校の教員の働き方も以前は朝早くから夜遅くまで勤務しているのが常態であった。現
在も小中学校の教員の負担が大きいのは論を待たず、全国的な課題になっている。多賀城市でも
これらの課題に何とか対応していくことが求められる。

多賀城創建１３００年に向けた機運が高まっています。震
災復興のシンボルである多賀城南門等復元整備事業及び周
辺整備事業については、多賀城創建１３００年、令和６年
度の事業完了に向け、南門と一体的に整備する築地塀等の
工事を進めるとともにガイダンス施設の建設に取り組んで
まいります。
　また、ＧＩＧＡスクール構想に基づく次世代教育を見据
えた本市独自の計画を策定に着手し、単なるネットワーク
の整備に留まらず教育活動の質を向上させるためのＩＣＴ
活用と胸襟の働き方改革を通じた教育環境の最適化を図り
ます。
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３ 多賀城市まちづくり報告書の点検・評価 

教育委員会における施策及び基本事業の「目標達成度」について、点検・評

価を行いました。 

(1) 評価結果の概要 

施策 件 数  基本事業 件 数  

達成 ２件 達成  ９件 

高 ０件 高    ０件 

中  ４件 中  １２件 

低 ０件 低  ０件 

合  計 ６件 合  計 ２１件 

※１ 目標値を設定していない下記２件の基本事業は、除いています。 

施策０２－基本事業０２「再登校率」 

施策０５－基本事業０１「適正に調査・保護された文化財の件数」 
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４ 事務事業の点検・評価 

教育委員会において実施した事業のうち、令和６年度主要な施策（総合計画

に定める「基本事業」に大きく貢献する事業。）１７事業について点検・評価

を行いました。 

(1) 評価結果の概要 

事業状況 事務事業数 上位貢献 事務事業数 

順 調 で あ る  １件 向上余地は大  ４件 

概ね順調である １６件 向上余地は中 １２件 

順 調 で は な い ―  向上余地は小  １件 

合  計 １７件 合  計 １７件 
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（2） 令和６年度主要な施策一覧

教育委員会所管主要事業

17事業 1 1 大

2 2 中

3 3 小

【政策３】 歴史・文化を継承し豊かな心を育むまち

事業
状況

上位
貢献

R６ R６

1 03 01 01 学校教育支援事業[小学校] 2 1

2 03 01 01 学校教育支援事業[中学校] 2 1

3 03 01 01 学校部活動地域移行事業 2 2

4 03 01 01 地域とともにある学校づくり事業（地域学校協働活動事業） 2 1

5 03 02 02 たがじょう心のケア教育相談事業 2 2

6 03 02 03 学校給食調理事業 2 2

7 03 02 03 学校給食センター運営事業 2 2

8 03 02 04 小学校環境整備事業 2 2

9 03 02 04 中学校環境整備事業 2 2

10 03 02 04 学校ＩＣＴ整備事業[小学校] 2 2

11 03 02 04 学校ＩＣＴ整備事業[中学校] 2 2

12 03 02 04 小中学校通学区域適正化事業 2 2

13 03 02 04 地域とともにある学校づくり事業（コミュニティ・スクール事業） 2 2

14 03 03 02 令和の万葉大茶会交流事業 1 2

15 03 05 02 特別史跡多賀城跡復元整備事業 2 1

16 03 05 02 全国史跡整備市町村協議会等開催事業 2 3

17 03 05 03 歴史遺産保全・発信事業 2 2

17

R６ R６

1 4

16 12

0 1

埋蔵文化財センター

教育総務課

4,030

教育総務課

文化財課

7,660

教育総務課

1,271

教育総務課

教育総務課

教育総務課

学校給食センター

134

87,344

№ 政策 施策
基本
事業 事務事業名

教育総務課

担当課等
R6年度
決算額

(千円単位)

順調ではない

77,910

105,329

155,936

513,720

21,887

182

89,108

26,555

上位貢献

順調である

事業状況

●事業状況・・・事務事業の進捗状況について、当初予定と比較した状況となります。　　

●成果向上・・・事務事業を継続することにより、成果指標が今後も向上するのか、または
　　　　　　　　　 やり方を変えることにより成果向上が見込めないかどうかを検討します。

※主要事業とは、総合計画に定める「基本事業」に大きく貢献する事業です。

概ね順調である

小

順調である

概ね順調である

順調ではない

事業状況

学校給食センター

教育総務課

生涯学習課

大

教育総務課

生涯学習課 7,499

中

6,000

666,187

12,982

文化財課

上位貢献

指標
結果

教育総務課
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Ⅲ  学 識 経 験 者 の 意 見  



 

 

令和６年度教育委員会の点検及び評価に対する意見 
              宮城県教育庁義務教育課心のサポートアドバイザー 當麻 哲 氏      

 

１ 学校・家庭・地域の連携による教育力の向上について 

社会の現状として、人口減少や少子高齢化、家族構造の変化、地域間格差

等により地域社会のつながりが希薄化し、地域コミュティの弱体化が懸念さ

れている。また、児童虐待や貧困といった家庭環境の問題、学校ではいじめ

や不登校をはじめとして、抱える課題も複雑化・多様化している。このよう

な現状を踏まえて、学校・家庭・地域が連携・協働して、地域社会全体で子

どもを守り育てる環境をつくり、教育力を向上させていくことはとても重要

な課題であると考えられる。 

令和６年度のまちづくり報告書の施策評価では、学校・家庭・地域の連携

・協働による教育力向上についての評価は上向きであると捉えられる。これ

までは新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、取組の停滞が長期化し

た影響から向上に至っていないとされていたが、地域学校協働活動をはじめ

、学校支援活動や地域教育力向上事業等を計画的に進めてきていることが成

果として表れているものと思われる。引き続き事業を推進していくことを期

待したい。また、児童生徒は、学校だけでは得られない知識や経験を地域住

民から学ぶことができていると評価しており、着実に子どもたちの学びにつ

ながっているとともに地域への理解・関心が深まっていると考えられる。 

青少年の健全育成事業として、小学校の空き教室などを活用して子どもに

体験の場を提供する「放課後子ども教室」や、授業などを支援する「学校支

援活動」を増やしたことで地域住民の参加人数が増加していることは喜ばし

いことである。 

今後は、学校を核とした地域づくりを支援する「地域学校協働本部」と学

校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と共にある学校づくりを進める「学

校運営協議会」が両輪となって、学校と地域との連携・協働を推進していく

ことを期待したい。 

 

２ 学校教育の充実について 

 「学校生活が楽しい」と答えた小学生は89％、中学生は85％と高い割合

であることは喜ばしいことだが、「授業が分かる」と答えた小学生は88

％と高いのに対して、中学生は75％と前年度よりも下がっており低い結果
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となっている。このことは、勉強が分からない、難しいと感じている割合

は、学年が上がるに従い増える傾向にあると考えられる。理解できずにつ

まずいたままで進級してしまうことは問題である。一斉指導が必要な授業

もあるとは思うが、教師主導のやらされている授業になっていないか、学

習意欲がわかない画一的でメリハリのない授業になっていないかを振り

返り、子どもたち一人ひとりが主体的に学び、自らの力で課題解決してい

ける授業デザインの工夫をしていくことが必要ではないかと考える。令和

６年度の多賀城市の教育重点目標にも、確かな学力育成のための授業改革

の一つとして、個別最適な支援を行うための「多層的な支援」の実現があ

げられている。ICTを効果的に活用しながら児童生徒一人ひとりが主体的

・対話的で深い学びとなるような授業改善を進めていってほしい。 

市内小中学校の不登校や登校しぶりの児童生徒の増加は続いている。学校

生活や家庭生活での悩みや不安、スマホ・ゲーム依存による生活リズムの乱

れ、他にも様々な要因が考えられるが、児童生徒の気持ちを受け止め、安心

して学べる居場所の確保は必要不可欠である。学校では学び支援教室や別室

での支援等で個の状況に応じた支援を行っていると思うが、学校以外の居場

所として、たがじょう子どもの心のケアハウスやフリースクール等を利用し

ている児童生徒もいる。今後も、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカーとも相談し、学校・家庭・関係機関が連携・情報共有して学び支

援や社会的自立支援、教育相談体制等の充実を図っていってほしい。いじめ

や問題行動についても、未然防止と早期対応に向けた教育相談体制を充実し

、学校・家庭・関係機関が連携して、いじめ防止に協働で取り組んでいって

ほしい。 

 

３ 生涯学習の促進について 

新型コロナウィルス感染症の影響もほとんどなくなり、公民館などでの講

座や教室、サークル活動のほか、いつでも自由に多様な学習機会が提供され

る環境が整ってきた。このことで学習機会が増え、学習成果を自身の仕事や

趣味、健康、生活に生かすことができている市民が増えてきていることは、

大変喜ばしいことである。さらに、文化芸術に関するイベントが多く開催さ

れ、映画や音楽鑑賞、地域のお祭り等に多くの市民が参加されていることは

、単に鑑賞するだけでなく、自ら参加することによって心身に良い影響を与

え、豊かな人生の実現につながることではないかと思う。また、文化センタ
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ーの大規模改修工事が終了したことにより、文化芸術に関するイベントなど

が多く開催されるようになったことで利用者が増えてきている。今後も、市

民の誇りの拠り所であるとともに多賀城らしい魅力の発進拠点として様々な

イベントの開催を期待したい。   

生涯学習を推進していくために魅力的な事業を展開し、学び続けることの

できる機会の場、文化芸術の振興の場として、市民へのサービス向上を目指

して事業をさらに進めていってほしい。 

 

４ 市民スポーツ社会の促進について 

新型コロナウィルス感染症の終息に伴い、個人で運動・スポーツを行う人

が増え、社会体育事業やスポーツ団体の活動も活発に開催されるようになっ

たことで、参加者が大幅に増加していることは大変喜ばしいことである。市

民がスポーツに親しむことができる環境を提供することは、心身の健康の保

持・増進を促し、生涯に渡ってスポーツに親しみ、人と人との交流にもつな

がることである。今後も多様なスポーツ事業を展開して施設の利用促進を図

ってほしい。 

中学校の部活動が地域移行となることから、国や県のガイドラインに基づ

いて多賀城市も「学校部活動地域移行事業」として進めているが、どのよう

に移行されるのか、生徒や保護者は不安に思うことがあるのではないかと思

う。生徒たちが学校の枠をこえて地域展開する中で生き生きと安心して継続

的に活動できるよう、ビジョンを示しながら学校、地域、行政、関係する諸

団体とが連携をして計画的に進めていってほしい。 

 

５ 文化財の保護と活用について 

令和６年度は、多賀城創建１３００年記念式典が開催され、復元が進む南

門がお披露目されたことや、多賀城碑が国宝指定されたこと等、市民だけで

なく、多賀城市以外の多くの方々にも史都多賀城のすばらしさを知っていた

だいたことは喜ばしいことである。多賀城の歴史や文化財は大変貴重な遺産

であることから、これまで事業を進めてきた教育委員会の文化財課をはじめ

、事業に携わった方々に敬意を表したい。 

今後も史都多賀城の歴史・文化・まちについて学ぶ機会を増やし、市の文

化財を次世代に継承していくことの大切さを市民に理解していただくような

取り組みや、郷土愛を育む教育をさらに推進していくことを期待したい。 
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６ 総括的意見について 

教育文化の５つの施策について、前年度までの点検・評価した結果を踏ま

えて改善し、事業計画に沿って着実に事業展開いただいたことに感謝すると

ともに敬意を表したい。 

事業を進めていくためのキーワードは「連携」ではないかと考える。学校

教育、家庭教育、社会教育等、地域全体の教育力の向上や教育環境を充実さ

せていくためには、様々な意見や要望を受け止め、広角的な視点から捉えて

評価し、よりよい施策となるよう改善していくことが大切ではないかと考え

る。学校・家庭・地域・関係機関等との連携を図りながら各施策の目指す姿

（目標）が達成できるようさらなる事業の推進に期待したい。 
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令和６年度教育委員会の点検及び評価に対する意見 

前多賀城市立山王小学校長  千 葉 雅 弘 氏 
 

１ 学校・家庭・地域の連携による教育力の向上について 

『多賀城市教育振興基本計画』の基本理念である「学校・家庭・地域が連携

し、子どもたちの学びを支える地域社会の形成」のもと、地域学校協働本部の運

用や学校運営協議会の全校設置、放課後子ども教室における地域ボランティアの

活用など、学校教育を地域全体で支える体制づくりが進められています。 

アンケート結果では、小学生において「地域住民から学校だけでは得られない

知識や経験を学べている」と回答した割合が82.7％と基準値を上回っており、地

域人材を生かした学習の成果が認められます。一方、中学生では同項目が72.6％

と基準値を下回っており、地域連携活動が学習内容や進路意識と十分に結び付い

ていない可能性が示唆されています。今後は、職場体験や防災訓練を単なる体験

にとどめず、生徒が企画・運営に関わることで、地域の一員としての役割を実感

できる取組へと発展させることが重要です。 

また、青少年育成事業は参加者数が2,972人と基準値（838人）を大幅に上回

り、施策が活発に展開されている点は高く評価できますが、市民アンケートにお

ける主観的評価が基準値を下回っている点は課題です。これは、特定の層が繰り

返し参加することで延べ人数は増加している一方、一般市民への広がりや「共に

教育を担う当事者」としての意識形成が十分でない可能性を示しています。今後

は、参加人数だけでなく、子どもの成長実感や地域との継続的な関係構築につな

がっているかを把握する質的評価を重視する必要があります。 

令和6年度に全校設置された学校運営協議会は、学校と地域が対等な立場で教育

課題を共有し、特色ある取組を創出するための重要な基盤です。今後は、協議会

での議論を授業や行事、防災、部活動の地域移行など具体的な教育活動に結び付

け、その成果を児童生徒や保護者に分かりやすく示していくことが求められま

す。 

 

２ 学校教育の充実について 

学校教育の充実に向けた取組は、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体の

育成」という教育大綱の基本的な方向性に沿って、一定の成果を上げていると評

価できます。一方で、学年進行や校種間における課題も明確になっています。 

小学生では「学校生活が楽しい」と感じる割合が89.3％と前年度より改善した

ものの、基準値には達していません。中学生では同項目が85.1％と基準値
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（81.0％）を上回っているものの、前年度からはわずかに低下しており、学校生

活への満足感を持続させるための取組が求められます。 

学力面では、小学生の「授業がわかる」と回答した割合は88.5％と前年度から

向上していますが、基準値未達の状況が続いています。中学生では同割合が

75.9％と基準値（80.7％）を下回り、前年度から8.2ポイント低下しており、学習

習慣の未定着や基礎学力に関する課題が顕在化しています。35人学級への対応や

ICT構想計画については、制度整備にとどめず、授業改善や個別支援の実効性向上

に結び付けることが重要です。特にICTについては、端末を使用すること自体を目

的化せず、AI型ドリル等の活用により、一人ひとりのつまずきを可視化し、即時

に支援する体制を強化するなど、学力向上策への転換が求められます。 

不登校については、出現率が高止まりしているものの、再登校率は基準値を大

きく上回っており、専門職や関係機関と連携した支援体制の成果が認められま

す。今後は、初期対応や予防的支援を一層充実させることが重要です。 

また、基本的生活習慣の定着や教育環境の保全・運営は概ね良好であり、特別

支援教育における外部支援ツールの活用や医療的ケアの開始は、学びのセーフ

ティネットを具体化する取組として高く評価できます。 

 

３ 生涯学習の促進について 

令和６年度の生涯学習施策は、創建１３００年記念事業を契機に、市民の文化

芸術への関心や学習機会への参加を高めました。アンケート結果では、「文化芸

術の直接鑑賞をしている市民の割合」が64.7％と基準値（53.3％）を大きく上回

り、「文化芸術活動をしている市民の割合」や「生涯学習施設を利用している市

民の割合」も向上しています。これは、多彩な記念事業が市民に広く受け入れら

れた成果であり、高く評価できるものです。さらに、「学習機会に満足している

市民の割合」は90.0％と基準値（88.3％）を上回り、前年度（８８．１％）から

も改善しており、施策が市民の実感として評価されていることがうかがえます。 

一方で、「学習成果を社会に生かしている市民の割合」は66.1％にとどまり、

前年度（67.3％）からわずかに減少しました。今後は、大学・企業との連携や市

民活動サポートセンターの機能を強化し、学んだ市民が「教える・創る・支え

る」側へと回るなど、「学び」を地域活動や自己実現へ結び付ける仕組みの強化

が課題です。 
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４ 市民スポーツ社会の促進について 

市民スポーツ施策は、運動・スポーツ機会への満足度が85.0％と高水準を維持

し、教室・大会参加者数も9,438人（基準値5,330人）と高い水準にあり、多世代

交流や地域資源を生かした取組は一定の成果を上げていると評価できます。 

一方で、週1回以上運動している市民の割合は44.4％と、前年度（49.4％）から

低下しており、日常的な運動習慣の定着が課題となっています。社会体育施設の

利用者数が伸び悩んでいる背景には、施設の老朽化や利便性の課題があると考え

られます。現在進められているスポーツウェルネス施設の整備は合理性がある一

方、拠点化による利用格差への配慮が不可欠です。アクセス手段の確保や専門ス

タッフによる「出前講座」の開催等、移動が困難な層を含め、誰もが参加しやす

い環境整備が求められます。今後は、満足度に加え、運動習慣の定着や公平な利

用環境を重視した施策展開を期待します。 

 

５ 文化財の保護と活用について 

文化財の保護と活用は、教育振興基本計画の目標に沿って着実に進められてい

ます。令和６年度は、創建１３００年を契機として、保存を基盤にしつつ、文化

財の価値を発信し、市民参加につなげる取組が大きく前進しました。 

「市の歴史と文化を身近に感じている市民の割合」は令和６年度に66.4％とな

り、前年度から3.3ポイント上昇し、基準値（55.2％）を大きく上回る結果となり

ました。これは、文化財の調査・保存、活用、普及啓発を一体的に進めてきた取

組の積み重ねによるものと評価できます。 

多賀城碑の国宝指定や南門復元、デジタルコンテンツの制作・活用、市民参加

型イベント等の取組は、文化財の「見える化」と理解促進、市民参画を進め、文

化財を「自分たちの誇り」として再認識させるものであり、高く評価できます。 

今後は、来訪者数等の量的指標に加え、市民の理解度や愛着の変化といった質

的評価の導入を検討し、持続的な活用につなげていくことが重要です。学校教育

との連携を含め、文化財を地域の誇りとして持続的に生かす仕組みづくりを期待

します。 

 

６ 総括的意見について 

令和６年度の点検・評価を通じて、本市の教育施策は総じて着実に推進されて

いると認められます。特に、創建１３００年を軸とした文化・生涯学習の振興お

よび、個別支援が必要な児童生徒への包摂的な対応は、先進的な取組として評価

に値します。 

-56-



 

 

一方で、中学生の授業理解度の向上、運動習慣の定着、不登校への予防的対

応、学習成果の社会還元などの課題も明確になっています。 

今後は、「量的成果から質的充実へ」、また「受動から能動へ」の転換を図る

ため、各施策を点ではなく「学びの循環」という線で結ぶ横断的な連携を一層強

化することを期待します。 
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Ⅳ  資   料  



多 賀 城 市 教 育 基 本 方 針                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育基本法の精神に基づき、ひろい心、健やかな体、豊かな

人間性と創造力を備えた児童生徒の育成を目指し、幅広い知識

と教養を身に付け、真理と正義を求める心を持ち、自主・自律

と公共の精神に満ちた人格の形成を図る。 

あわせて、市民が「日々のよろこびふくらむまち 史都 多

賀城」の実現に向け、夢と希望が輝く、誰もが成長できるまち

づくりのために活動できる環境整備に努める。 

 

  

令和６年度教育重点目標 

 
１ 学校・家庭・地域の連携による教育力の向上 

子どもの健全な育成のためには、学校、家庭、地域などの多様な主体がそれぞれの特性・能

力を生かしながら、互いを尊重しつつ、対等な立場で協力しあい、ともにその環境づくりに取

り組んでいく必要がある。 

地域学校協働本部と学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を両輪として地域と学校と

の協働をより一層推進することで、学校と地域住民等が目標やビジョンを共有し、地域と一体

となって子どもたちを育む「地域とともにある学校づくり」を目指す。 

このため、次の施策を行う。 

（1）学校・家庭・地域の教育連携・協働の推進 

ア 地域学校協働本部を中心とした、地域学校協働活動のより一層の連携・情報共有 

イ 学校支援活動の実施及び学校支援ボランティアの育成、活動支援 

ウ 地域教育力向上事業の実施（防災キャンプ等） 

エ 放課後子ども教室の実施及び運営スタッフの育成、活動支援 

オ 家庭教育支援チーム等と連携しながら家庭教育事業の実施 

（2）青少年の健全育成 

ア 街頭巡回指導の実施 

イ ジュニアリーダー、次世代リーダーの育成支援 

ウ 青少年活動団体への補助 

エ 成人式～二十歳を祝う会～の実施 

 

２ 学校教育の充実 

  これまでの社会は、明確な課題に対して何が正解かを迅速に判断することが求められ、教育

も正解は何かを求める形が主流で進められた。しかし、科学技術は急激に変化し、AIが近い将
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来現在の仕事を奪うとの予測が実感されるほど、社会のありようは激変を続け、未来は混沌と

している。 

  このような社会の課題解決は、正解が未知の中、正解が複数あるのではないかと思われるこ

とから、自分や自分を含めた皆が頷ける解＝納得解を生み出していく学びが強く求められる。

また、デジタル技術の浸透により、あらゆる場でのDXが進められていることから、日々変化す

る社会における新たな教育の在り方について、真摯な対応が求められる。 

  学校現場では、これまで磨き上げてきた指導スキルを活かしつつ、一方向の一斉授業を改め、

主体的対話的で深い学びへ改革する取組みが行われてきたが、未だに一斉授業から離れられな

かったり、新しい学びの理解が十分ではなかったりする授業も散見され、学校における学習指

導に関する意識改革を具体的に進める方策が必要である。また、家庭・地域に向けて、学校が

めざす教育の具体的な姿を発信すると同時に、理解を進める手立てが必要である。 

  市教育委員会は、そのめざす姿と方向性をもとに、多賀城市教育振興計画を基盤に、子ども

たちがこれからの時代を主体的に生き抜き、よりよい未来の創り手となれるよう、以下の施策

を進めていく。 

   

 

 

 

 

（1）未来を生きる確かな学力育成のための授業改革 

   ア  授業改善を図るための授業の根幹となる評価基準の共有と児童生徒への目標としての提 

   示 

   イ 「子どもたちの学びの状況を客観的に把握した事実」に基づいた授業改善 

   ウ 個別最適な支援を行うための「多層的な支援」(※注1)の実現 

   エ 自立の基礎を養う「スタートカリキュラム」(※注2)の適切な運営と実態に即した改善 

   オ 学校・地域の特色を生かした探求型の学習の位置づけ 

   カ 主体的な課題解決ツールとして小学校高学年までにICTの文具化の実現 

   キ 自らの命、他者の命を守る防災教育の推進 

（2）未来を生きる豊かな心の育成 

   ア 児童生徒の心理的安全性の実現  

イ 一人に任せずチームで取り組む生徒指導の徹底 

ウ 様々な教育のニーズに対応する全職員・全教室における特別支援教育の充実 

エ 学校内外の多様な学びの場・居場所との連携・協働の実現 

オ 福祉部署・福祉関連機関との連携による家庭への啓発、家庭との協働 

（3）健やかな体の育成 

ア 感染症に対する理解と主体的な感染予防習慣の徹底 

イ 自分に合った運動との出会いの機会の創設と適切な運動習慣の確立 

ウ 健康と安全に関する自己管理能力の育成と基本的生活習慣の形成 

エ 給食センターと学校の連携による食育の推進 

（4）教育環境の保全と運営 

ア 「地域とともにある学校」をめざす学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の設置 

イ 各種支援員との適切な連携体制の確立 

未来に向かう学びの基本方針 

 〇 一人一人が夢中になり、没頭できる授業づくり 

 〇 心理的安全性のある学校づくり 

 〇 デジタル・シチズンシップの授業づくり 
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ウ 教育改革と教職員の働き方改革の一体的な推進 

エ 未来に向けた部活動の在り方に関する検討と方針作成 

オ 学校施設の計画的な整備と日常・定期点検に基づく適切な修繕 

カ 小中学校通学区域の適正化 

キ 学校給食に係るハード、ソフト両面の安全確保 

ク 学校外の機関の専門性との連携による、より良い教育の推進 

(※注1) 

・多層型支援システムの理解と授業のユニバーサルデザイン化 

・学年によるケース会議の設定 

(※注2) 

 ・ひらがな音読調査（スクリーニング検査）の実施と活用 

 ・実態や特性に応じた学習活動の位置づけ 

 ・生活科を中心とした合科的、関連的な指導 

 

３ 生涯学習の推進 

社会環境が大きく変化する中にあって、賢く、楽しく、生きがいを持って暮らすためには、

生涯を通した学びにより、「生活の質」を高めていくことが大切である。そのため、生涯学習

の拠点となる公民館や図書館などの社会教育施設においては、市民が学び、また、それを通じ

て交流する場としてふさわしい管理を行っていく。 

また、多様な学びのニーズに対応した学習メニューを用意するとともに、利用者が自らの課

題に気づき、解決する学びを支援することにより、その学習成果を適切に生かすことのできる

知の循環型社会の形成を推進する。 

指定管理者制度を導入している生涯学習施設においては、民間企業や地域の市民団体の強み

を生かし、「学び」の深化を目指す。 

このため、次の施策を行う。 

（1）学びと成果発表の機会の確保 

ア 公民館等における社会教育講座の開催 

イ 図書館における読書と学習の場の提供、各種イベントの開催 

ウ 視聴覚ライブラリーの運営 

エ 子どもの読書を促進する学校図書館の支援 

オ 学習の成果発表の機会となる文化センターまつり、山王地区公民館まつり、大代地区公

民館まつりの開催 

カ 生涯学習活動を支援するための生涯学習活動費への補助 

キ 生涯学習団体等への補助 

（2）文化芸術の振興 

ア 文化センター等における芸術鑑賞機会の提供 

イ 市民音楽祭等の音楽イベントの実施 

ウ 文化芸術振興団体等への補助 

（3）生涯学習施設の運営 

ア 施設・設備の適正な維持管理 

イ 利用者サービスの充実 
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４ スポーツの振興 

市民の健全な心身と健康の保持・増進を図るため、スポーツ活動を促進し、多種目・多世代

・多目的で作る市民スポーツ社会を実現する。そのため、総合型地域スポーツクラブとの連携

・協力により、多様なスポーツ事業を実施し、人と人との交流や地域間の交流をとおし、活気

あふれる元気なまちづくりを推進する。 

このため、次の施策を行う。 

（1）スポーツ機会の充実 

ア 社会体育施設等におけるスポーツ教室等の開催 

イ 学校施設を開放してスポーツ振興を図る学校開放の実施 

ウ 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会の運営支援 

（2）社会体育施設等の保全と運営 

ア 施設・設備の適正な維持管理 

イ 利用者サービスの充実 

 

５ 文化財の保存と活用 

本市の大きな財産である文化財が次の世代に継承され、市民が市の歴史や文化を身近に感じ

ることができるまちづくりを推進するため、特別史跡や名勝の適切な保存管理に努めるととも

に、市内文化財の整備と活用を図り、認知度の向上を図る。 

震災復興のシンボルである多賀城南門等復元整備事業及び周辺整備事業については、多賀城

創建１３００年、令和６年度の事業完了に向け、南門と一体的に整備する築地塀等の工事を進

めるとともにガイダンス施設の建設に取り組む。 

特別史跡多賀城跡附寺跡保存活用計画策定事業については、文化財保護法の改正に伴う文化

財の活用という新たな視点を含めながら、特別史跡全体の保存、管理、活用、整備について、

次期計画の策定を推進する。 

歴史遺産保全・発信事業については、多賀城創建１３００年に向けて関連性のある企画展を

継続的に開催し、本市の文化財の魅力を広く発信することで交流人口の増加を図るとともに、

市民が歴史と文化財に触れる機会の充実に取り組む。 

特別史跡の保存管理については、良好な史跡景観を維持するため、引き続き適切な管理を行

う。 

名勝「おくのほそ道の風景地」である興井の整備については、関係各課と連携の上、引き続

き水質改善の維持を図り、環境保全を推進する。 

宅地造成や住宅建築等に伴う発掘調査については、住民等のニーズに迅速に対応し、文化財

保護法に基づく適正な埋蔵文化財の記録、保存を行う。 

文化財の普及啓発については、展示会・講座や体験学習等、ニーズに応じた企画を開催し、

市民が文化財に触れる機会の充実に取り組む。 

このため、次の施策を行う。 

（1）文化財の調査・保存の推進 

ア 埋蔵文化財の発掘調査の推進 

 イ 特別史跡多賀城跡附寺跡第３次保存管理計画に基づく公有化の実施 

 ウ 地域との連携による史跡地内の景観保全の推進 
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（2）文化財の積極的な活用促進 

ア 特別史跡多賀城跡附寺跡の整備促進とまちづくりへの活用の検討 

イ 名勝「おくのほそ道の風景地」及び市指定文化財の活用検討 

（3）文化財の普及啓発の推進 

ア 子どもたちの歴史的な体験学習機会や市民が文化財に触れる機会の充実 

イ 市の歴史・文化の魅力を広く伝える展示会、講座や出前学習等の充実 
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